
供託金、供託振替国債及び供託有価証券
の納付先が変わります！！

松山地方法務局大洲支局において取り扱う供託金、供託振
替国債及び供託有価証券の納付先（取扱店）が、以下のとお
り変更されます。

現在の取扱店 日本銀行大洲代理店
（伊予銀行大洲支店）

取扱店変更日 令和８年６月１日（月）

変更後の取扱店
※供託金及び供託振替国債については

日本銀行宇和島代理店
（伊予銀行宇和島支店）
宇和島市新町２丁目８－３
営業時間：午前９時から午後３時まで

※供託有価証券については

日本銀行松山支店
松山市三番町四丁目１０－２
営業時間：午前９時から午後３時まで

ご不明な点については、お問合せください。
〒７９５-００６５ 大洲市東若宮２番地８
松山地方法務局大洲支局 電話：０８９３（５０）５０５５（代表）

※取扱店変更日以降は、日本銀行大洲支店（伊予銀行大洲支店）において
納付手続を行うことはできません。
※供託有価証券の受入れ・払渡しは、郵送により行うこともできます。
※金銭の供託については、「オンラインによる申請」や「電子納付」をす
ることができます。
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